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国民健康保険制度は今
～国民皆保険制度の危機を乗り越えられるか～

2024年１１月３０(土)

神奈川自治労連 神田敏史

国民皆保険制度としての国保制度のあゆみ
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国⺠健康保険制度創設以前
● 世界大恐慌と地方の荒廃
● 旧国保法（1938年） 組合主義（任意制度・任意加入）

認可第1号は⼭形県⼾沢村の旧角川村の国⺠健康保険組合
発足は1936年で村営診療所を設置。
（1935年発足の埼玉県の越谷純正会が発足年は古い。）

● 旧国保法改正（1942年・1944年） 第1次の国⺠皆保険制度
第二次大戦中 強制設立・強制加入制度 「隣保組織」

● 旧国保法改正（1948年）
敗戦後の混乱時期 市町村公営の原則が確立される
地域住⺠強制加入

● 社会保障制度に関する勧告〜社会保障制度審議会（大内兵衛会⻑）
市町村及びその連合体において経営し、これを設立することの困難な
市町村に対しては国費び都道府県が強力にこれを助成する。

● 地方税法改正（1951年） 国⺠健康保険税の導入

市町村及びその連合体において経営することとし、これを設立することの困難な市町村に対しては国費び都道府 県が強力にこれを助成してその実現をはかるべきである
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国⺠皆保険制度の完成と公費による財政⽀援
● 1958年 現行法成立 1961年4月までの市町村事業実施が義務付け。

療養給付費補助（費用額の20％）の市町村負担化。
市町村調整交付金創設（費用額5％）。
保険医療機関制度の開始。国保連合会設置。

● 1961年 国⺠皆保険制度完成 第2次国⺠皆保険制度
● 1963年 世帯主7割給付開始 世帯員は5割

国庫負担（補助）率 費用額の25％
市町村調整交付金の拡充 費用額の10％

● 1966年 全被保険者の7割給付化達成
国庫負担率費用額の40％
国保組合は費用額の25％維持。調交5％に引き下げ。

● 1975年 高額療養費制度の法制化。
● 1978年 国保組合に対する財政力加算15％（費用額）創設。
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国⺠皆保険制度の意義と構造的な課題

● 日本国憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」
の保障の具体化。

● 保険者機能である「資格適用」「保険給付」「医療供給体制」の三つ
の制度の拡充と整備が行われることで、公的な医療保障制度が確立され、
日本人の健康水準の維持向上に貢献。

● 他の被用者保険に加入できない者の加入と市町村運営ゆえの財政上運営
上の構造的な問題として「保険料負担水準が重い」課題をもつ。
・ 加入者の年齢が高い。
・ 無職者が多い。
・ 低所得者が多い。
・ 保険料収納率が低い。
・ 医療費や保険料の市町村格差が生まれる。
・ 相当数の小規模保険者が存在する。
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構造的な問題の解決に向けた国保制度改革の歩み（1）
● 1973年 老人福祉法改正で国による老人医療費⽀給制度開始
● 1982年 予算11ヶ月予算。3月〜2月診療国庫ベースはじまる。

老人保健法成立（老後の健康保持増進と医療給付制度）
● 1984年 被用者保険が負担する退職者医療制度の創設

国庫負担対象が費用額(医療費）から保険者負担分に変更
● 1986年 老人保健法改正で老健拠出金加入者按分の実施。

「特別な事情の無い」滞納者に対する資格証明書の発行開始。
● 1988年 低所得者への保険基盤安定制度発足。高額医療費共同事業拡充。
● 1992年 職員給与費等一般財源化と国保財政安定化⽀援事業開始。
● 1994年・1997年 入院時食事療養費制度開始、薬剤一部負担導入
● 2000年 介護保険制度開始。資格証明書義務化。
● 2002年 健保法等を一部改正する法律。改革の「基本方針」策定。

70歳以上窓口負担引上げと老人保健制度対象年齢引き上げ
3歳未満乳幼児の窓口負担引下げ。広域化等⽀援基金創設。
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構造的な問題の解決に向けた国保制度改革の歩み（2）
● 2003年 保険基盤安定制度拡充（保険者⽀援制度の創設）

高額医療費共同事業の制度化
● 2005年 三位一体改革で都道府県負担の拡充と国庫負担の見直し

都道府県調整交付金の創設。国庫負担の見直し。
国庫定率分40％⇒34％ 調整交付金10％⇒9％
都道府県調整交付金1号 6 %  都道府県調整交付金2号１％

基盤安定制度負担金（軽減分）国負担分2分１を都道府県負担に
国保特別対策費補助金を地方負担に
老人保健法成立（老後の健康保持増進と医療給付制度）

● 2006年 保険財政共同安定化事業の創設
入院時食事療養費等の自己負担額の引上げ

● 2008年 後期高齢者医療制度の補足
● 2010年 非自発的失業者保険料軽減制度開始。

都道府県広域化等⽀援方針の策定開始
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構造的な問題の解決に向けた国保制度改革の歩み（３）
● 2012年 国⺠健康保険法の一部を改正する法律による財政基盤強化策

暫定措置の恒久化：保険者⽀援制度、高額医療費共同事業
保険財政共同安定化事業の拡充
国庫定率分34％⇒32％ 都道府県調整交付金1号 6 %⇒８％

社会保障と税の一体改革関連8法案の成立
● 2013年 社会保障制度改革国⺠会議報告

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に
関する法案成立

消費税率の段階的引上げ ５％⇒８％
医療制度、介護保険制度等の改革について「改革の検討項目」
「改革の実施時期と関連法案の国会提出時期の目途」を明示。

● 2015年 持続可能な医療保険制度を構築するための国⺠健康保険法等の
一部を改正する法律案成立

● 2018年 国⺠健康保険制度改革の実施



国民健康保険が国民皆保険制度
を支える制度であるためには
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全国⺠が医療を受ける権利が保障されるしくみ
【資格】 被用者者保険制度（協会けんぽ、健保組合、共済制度等）等に

加入していない全ての日本国内に住所を有する者が加入できる。
【給付】 加入者は保険医療機関において、加入者資格の確認のもとで、

疾病、負傷の治療等のための保険給付を確実に受けることができる。
保険給付を受ける際に⽀払う負担は、加入者が⽀払うことが可能

な水準である。
【保険料】加入者が払うことが可能な水準で保険料水準が決定されている。
【財政運営】保険給付に対する⽀出を賄うことができる保険料収入以外の

財源が、確実に確保される。
【運営主体】資格・給付・保険料・財政運営を担う主体である保険者は、

住⺠に⾝近な存在である市町村が担い、市町村、都道府県、国が
確実に財政⽀援を行う。

上記の全てが整うことで国⺠皆保険制度となる。



マイナ保険証は保険給付を受ける
権利を確実に保障できるか
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なぜマイナンバーカードと保険証の
一体化は必要なのか
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マイナ保険証とすると得られるメリット
政府は12月2日を前に、国民に不安を与える「保険証が廃止される」という表現を広報媒体等に
使わないように都道府県、市町村、医療保険者に依頼する通知を発しました。しかし、あわせて、
マイナ保険証の普及に向け、次のメリットを引き続きあげています。しかし、そのメリットは「マイ
ナ保険証」で得られるものではなく「オンライン資格確認制度」で得られるものです。

オンライン資格確認制度について
マイナンバーカードと保険証の一体化に向けたシステム開発
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オンライン資格制度の導入理由
オンライン資格確認制度は、保険医療機関と医療保険者の事務処理負担の軽減と効率化を理由に
2017年度に検討協議会が設置され、2018年度社会保障審議会で方向性が確認開始された。

医療保険制度におけるオンライン資格確認システムの始動

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」
（2019年5月22日法律第9号）により、準備期間を経て、マイナンバーカードを保険証として
利用することを可能とする（法令上は原則）とする制度改正が行われ、そのためのオンライン
資格確認システムの準備が開始されることになります。

国⺠健康保険法第36条第3項（一部略）
被保険者が第１項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等から、
電子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、第１項の給付を受けるものとする。
ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。

国⺠健康保険法施行規則第24条の４（一部略）＝厚生労働省令
法第36条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定めるものとする。）
１ 保険医療機関から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を
受けようとする場合 被保険者証

２ 保険薬局から療養を受けようとする場合 被保険者証又は処方せん



オンライン資格制度の導入準備

オンライン資格確認システムの稼働
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オンライン資格確認システムについて

資格情報、特定健診・診療・調剤情報等提供の流れ



オンライン資格確認による特定健診等データの第三者閲覧の課題

保険医療機関における特定健診や薬剤情報、限度額認定情報の閲覧等について、オンライ
ン資格確認・医療情報化⽀援基金関係の医療機関等向けポータルサイトでは次のように答え
ています。情報収集の手間は大きく、その入手データもタイムラグが多くあります。なお、
災害発生時には、本人同意なく入手となり、どの医療機関でも入手することは可能です。

Q 薬剤情報（現在は診療情報も可）や特定健診情報の閲覧要求については、来院の都度、マ
イナンバーカードでの同意確認が必要ですか。

A. 同意情報登録後の 24 時間に限り、オンライン資格確認等システムにて薬剤情報・特定健診
情報の閲覧が可能です。そのため、前回の来院から24時間経過後であれば、再度マイナン
バーカードにて同意を取得する必要があります。

Q. 大規模災害時における薬剤情報・特定健診情報の取得についても、本人同意確認が必要で
しょうか。

A. 患者の意思が確認できず、生命・⾝体の保護のために閲覧が必要な場合を除き、本人同意確
認は必要です。なお、大規模災害時には、マイナンバーカードの利用がなくとも、薬剤情報・
特定健診情報の閲覧が可能な機能を提供いたします。 当機能を医療機関等職員が操作するこ
とで、患者が同意を行った状態と同じ状況で取得・閲覧が可能となります。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に対する要望書

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う健康保険証の廃⽌にあたり、国⺠健康保険制度及
び後期高齢者医療制度期高齢者医療制度の円滑かつ安定的な運営の確保に向け、次の事項について、
国において、速やかに対応いただきますよう要望します。

１ オンライン資格確認等システムにおける次の障害についてについて、速やかに改善を図ること。
また障害に係る情報については、医療保険者及び医療機関等へ、速やかに情報提供すること。

(１）情報集約システムにおける資格適用日が健康保険証交付日となる事象
※ 情報集約システムでは、上記以外に負担区分変更登録後の負担区分が前々回のものと同じだと、その変更履歴がないものとして

（前々回と一体のもの）取り扱われ、変更登録前の区分がオンライン資格確認システムに送付れてることになる事象も生じている。
（２）医療機関のレセプトコンピュータにおいて誤った情報を取得する事象

２ 医療保険者が異なる個人番号を登録しないよう、登録システムについて抜本的な見直しを行い、
再発が生じないようにすること。

３ マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者に対する
「資格確認書」の交付については、医療保険者が申請勧奨によらずとも、交付対象者を抽出し、
交付できる仕組みとするなど、被保険者が保険医療機関等において、切れ目なく、確実に保険診
療を受けるものとすることを基本に、医療保険者に新たな事務負担が生じないものとすること。



４ マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた取組みを進めるにあたっては、国⺠・
被保険者、保険医療機関、医療保険者に新たな事務負担や混乱が生じないようにすること。

５ 保険者におけるシステム改修による 新たな負担や保険医療機関等において混乱が生じない
よう、資格確認書 の様式は、現行の 健康保険証に準じたものとすること。

６ 現行のマイナンバーコールセンターの拡充など、国において、オンライン資格確認等シス
テムを含む、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に係る被保険者からの問合せに対応
するコールセンターを開設すること。また、全国で統一的な回答を行うため、コールセン
ターにおいて使用する FAQ を医療保険者と共有すること。

令和５年６月20 日
厚生労働省保険局⻑様

神奈川県国⺠健康保険・後期高齢者医療制度主管課⻑ 等 一同

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子
市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉
⼭町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、⼭北町、開成町、箱根町、真鶴町、
湯河原町、愛川町、清川村、
神奈川県医師国保組合、神奈川県⻭科医師国保組合、神奈川県食品衛生国保組合
神奈川県薬剤師国保組合、神奈川県建設業国保組合、神奈川県建設連合国保組合
神奈川県後期高齢者医療広域連合
神奈川県

マイナンバーカードと保険証の一体化の実施
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経済財政運営と改革の基本方針2022（2022年6月7日）

第４章 中⻑期の経済財政運営 ２．持続可能な社会保障制度の構築

（社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進）
･･･オンライン資格確認について、保険医療機関・薬局に、2023 年４月から導入を
原則として義務付けるとともに、導入が進み、患者によるマイナンバーカードの
保険証利用が進むよう、関連する⽀援等の措置を見直す141。

2024 年度中を目途に保険者による保険証発行の選択制の導入を目指し、さらに
オンライン資格確認の導入状況等を踏まえ、保険証の原則廃⽌142 を目指す。･･･

141 診療報酬上の加算の取扱いについては、中央社会保険医療協議会において
検討。

142 加入者から申請があれば保険証は交付される。

マイナンバー法等の一部改正(令和5年法律第 48 号. 2023年6月9日公布）



発行済み保険証の取扱いについて

マイナンバーカード保険証利用による保険証廃⽌の問題点

2025年12月に保険証廃⽌を盛り込んだマイナンバー法等の一部改正だが、特定健診や診療
薬剤情報との連携開示をはじめとするオンライン資格確認システムが不具合をきたし、保険証
廃⽌による問題点が明らかになる。デジタル庁、総務省、厚生労働省による課題解決にむけた
検討が行われ、医療保険者、市町村を巻き込んだ総点検作業が複数回行われているが、完全に
問題点は解消されていない。特に、政府として行うとした医療機関システムベンダーへの改修
指導は不完全で、いまだ保険者情報と医療機関情報の不一致が生じる例が見られる。

● 取得選択が自由なマイナンバーカードを取得しない者、事情があって取得できていない高
齢者や障がい者、乳幼児等を公的医療制度から排除される。

● 「資格確認証明書」も申請を基本とし、漏れが生じる可能性がある。
● 「随時迅速に資格情報が反映される」オンライン資格確認システムが機能していない。

被保険者資格の取得・喪失の情報が、事業主都合等で正確かつ迅速には行われない。
国保では「保険証交付日」が「資格適用日」となり資格空白や重複が生じる。
高齢受給者証情報等（窓口負担割合や限度額認定証情報）が正しく反映されない。

● 中間サーバーデータ医療機関のレセプトコンピュータ―に正しく反映しない。
● 市町村実施の小児や⺟子、障がい者等への医療費助成事業等はオンライン資格確認では
対応不可しておらず、別途受給者証の交付と保険証資格突合の手間が発生する。
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第176回国社会保障審議会
医療保険部会資料（抜粋）

30

医療機関等においてオン資を受けることができない場合の対策
➢国の通知に基づき医療機関等で申⽴書による対応を⾏うことで、10割負担を防ぐ
中間サーバーと保険者システム間での負担割合情報をチェックする仕組みの導入
➢導⼊後は、相違事象についてのチェックを⾏う
マイナ保険証を保有していても資格確認書の交付を希望する場合（要配慮者等）の方法
➢資格確認書の交付申請が必要であることの周知徹底を⾏う
マイナ保険証を持たない方への確実な交付を
➢職権交付の対象者の範囲を整理して交付する

以下の取組により、確実に保険給付を受けられるようにする

資格確認証の職権による被保険者交付について
マイナ保険証については、そのベースとなるオンライン資格確認システムや医療機関にお

けるレセプトコンピューターの不具合、医療保険の保険者（協会けんぽ、健保組合、共済、
市町村、後期高齢者広域連合）で保有する加入者情報とマイナンバー情報（住⺠基本台帳上
の情報）の紐付け誤りにより、「保険診療が受けれない」「窓口負担が相違する」「他人の
資格で受診してしまう」「マイナポータルで第三者に診療内容や調剤記録、健診結果情報だ
提供されてしまう」という事故が発生し、このままでは、医療保険制度が機能不全（医療機
関で保険給付ができなくなる）となり国⺠皆保険制度が崩壊する危険性があることから、職
権による「資格確認証」の全被保険者に対する職権交付の検討も考えられた。



オンライン資格確認システムの課題解消のための省令改正
（2023年6月1日）
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出典︓R5.4国主管課⻑会議資料

１２月２日法施行を受けた対応について
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保険給付を行うための資格確認の新たな仕組み



保険給付を行うための資格確認の新たな仕組み
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マイナ保険証を持って医療機関を受診できる方

資格確認書

マイナ保険証を持って医療機関を受診できない方

資格情報のお知らせ

資格情報のお知らせと資格確認証の発行
12月２日現在有効な保険者を所有する者は、その証の有効期限が切れた時、
或いは2025年12月２日のどちらか早い時期に発行される。市町村国保や
後期高齢者医療制度では、一般的に2025年8月前に発行される。それまで
は、現在、保有する保険証で医療機関は受診できます。
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資格情報のお知らせ
交付対象者
➢ マイナンバーカードに健康保険証登録を行っている方
様式の規格
➢ Ａ４サイズ
（右下をマイナンバーカードと持ち歩けるよう切り取り様式有）

➢ 用紙は普通紙で可
有効期限
➢ 70歳以上の人（高齢受給者）は設定する。（負担区分変更のため）
➢ 通常証よりも有効期限の短い在留期限のある外国人、マル学該当
者も設定も可とする。

発送方法
➢ 普通郵便で発送可能としている。
➢ 初回一斉交付の際、世帯内に「資格情報のお知らせ」対象者と
「資格確認書」対象者が混在する場合は、対応可能な場合は同封
発送（その際は配達証明等による。）

その他
➢ 紛失等した方については申し出により再交付
➢ 加入者情報に変更があり届け出た方については再交付

資格情報のお知らせ発行について

マイナ保険証を持って
医療機関を受診する方

40

資格確認書

交付対象者
➢ マイナンバーカードを持っていない方、健康保険証登録をしていない方等
＝中間サーバー等から確実に情報連携されることが前提

職権交付対象者
➢ マイナンバーカードを持っていない方
➢ マイナンバーカードを持っているが健康保険証利用登録をしていない方
➢ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除した方
➢ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
➢ マイナンバーカードを返納した方
➢ DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧でき
ない設定をされている方

➢ 申請により資格確認書が交付された要配慮者等の方で、資格確認書を
更新する場合

資格確認証（紙の保険証）の交付について

マイナ保険証を持って
医療機関を受診しない方

資格確認証を定めた国民健康保険法第９条第２項には、「世帯主と同一の世帯に属する全て又は一部の
被保険者が第三十六条第三項に規定する電子資格確認（＝マイナ保険証での診療）を受けることができな
い状況にあるとき」は申請により交付するとあるが、この「電子資格確認を受けることができない状況」に
ついて、厚生労働省は「被保険者の個々の事情で保険者が判断」するとしている。従って
保険者において「マイナ保険証を利用できないやむを得ない事情がある」と判断すれば発行は可能。



41

資格確認書

有効期限
➢ 保険者ごとに１年若しくは２年とする（県方針）
記載事項
➢ 必須記載項目のみ（県方針）
発送方法
➢ 簡易書留または特定記録郵便
様式の規格
➢ 現行の被保険者証と同様（複製等防止措置）
様式の推奨色
➢ 現在の被保険者証と同色で可（推奨色は次回７年度提示予定）

マイナ保険証を持って
医療機関を受診しない方

資格確認証（紙の保険証）の情報内容について
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12/2以降 随時・月次交付
◆ 【職権】新規資格取得者
➢ マイナ保険証の有無を窓口での聞取り等により確認し、保有していなければ交付
◆ 【職権】健康保険証の利⽤登録解除申請者 及び マイナンバーカード返納者
➢ 解除申請及び返納の際に併せて資格確認書を交付（マイナカード所管課と連携）
➢ カード返納者は日次連携でも確認可
◆ 【職権】70歳到達の方でマイナンバーカードを取得していない者・健康保険証の利⽤登録をしていない者
➢ 月次連携で把握
◆ 【職権】電⼦証明書の更新を失念した者
➢ 月次連携で把握
◆ 【申請】マイナンバーカード（健康保険証）を紛失した者 及び 健康保険証の利⽤登録をしている

が、資格確認書の交付を希望する者（要配慮者など）
➢ 交付申請により交付、要配慮者の場合は、次回以降職権交付のできるフラグを⽴てる

紙保険証の経過措置期間で、有効な紙保険証を保有している場合は、紙保険証を利⽤いただく形で差し⽀えない。

資格確認証の交付について



マイナ保険証と資格確認証の共存措置
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R6.8
最後の紙保険証 2025.8

2024.12.2
改正法施⾏⽇

紙被保険者証（⼀⻫）
※有効期限１年の場合

資格確認書（随時）

紙被保険者証（随時）

資格確認書（⼀⻫）
※有効期限１年の場合

2025年７月末で
紙保険証有効期限終了

（県方針）

※短期証

※資格証明書

改正法施⾏前最後に発⾏した短期証の有効期限をもって終了

改正法施⾏前最後に発⾏した資格証明書の
有効期限をもって終了（最⼤１年）

2025.12.2 2026.8

経過措置

経過措置

資格情報のお知らせ（随時）

資格情報のお知らせ（⼀⻫）

国⺠健康保険、後期⾼齢者医療制度の代表的な例
8月で負担区分変更があるため被保険者証の更新をしてきた場合

12月2日以降の被保険者証等の移行について



マイナ保険証の利用登録解除について
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46

申請書に記載のうえ、医療保険者へ申請

申請方法

10月28日
➢国保中央会・⽀払基⾦等から保険者に機能リリース
が10月下旬に⾏われた。

申請様式

任意様式（厚⽣労働省事務連絡の参考様式を活⽤）

運⽤開始⽇時

10月28日に開始された利用登録解除について

利⽤登録解除⽇
申請に基づき保険者が登録⼊⼒した翌月の末
➢10月末に申請・登録が⾏われた場合11月末。11月
に申請登録が⾏われた場合は12月末となる。
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３．マイナンバーカードの健康保険証利⽤登録解除申請について

令和６年７月11日更新 デジタルPMO掲載⽀払基⾦資料
加⼊者情報に係るインターフェイスおよび

医療保険者等に影響する改修案件について（抜粋）

資格証明書と短期被保険者証の廃止
事前通知による特別療養費の支給

48



資格証明書と短期被保険者証の廃⽌後の滞納者対策をどうするか

マイナ保険証への一体化の法施行に伴い、2024年12月2日以降は、新規の資格証明書と短
期被保険者証の発行はできなくなりますが、資格証明書にかわり「資格証明書なしの10割負
担＝特別療養費制度」がスタートします。従来の資格証明書発行は「滞納者との接触の機
会」を設ける手段でしたが、特別療養費制度は「医療給付を差⽌める」手段であり性格が異
なります。医療が必要な人が「窓口負担を⽀払えず」医療を受けることができなくならない
ように、「特別療養費制度」への移行の前に、市町村として十分に「滞納者との接触の機
会」を作っていくことが求められています。

厚生労働省は資格確認証交付者に
対し返還を求め、特別療養費対応
の資格確認書を発行する省令改正
を行いました。これまで資格証明
書発行にむけた保険証返還は、不
利益処分として国保法第9条第3項
明記されていましたが、改正後の
国保法には規定がありません。
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◆特別療養費支給及び事前通知について（法第53条の３）

市町村等が、保険料滞納世帯主等に対して、保険料（税）の納期限から１年が経過するまでの

間に、保険料（税）の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、当該世帯主等が保険料（税）を

納付しない場合においては、当該保険料（税）の滞納につき災害その他の特別の事情があると認

められる場合を除き、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給することとしている。

◆保険料（税）の納付に資する取組の実施（施行規則第27条の４の４）

・保険料滞納世帯主等に保険料（税）の納付勧奨のための通知を送付すること。

・電話、訪問等により滞納している保険料（税）の納付を催促すること。

・電話、窓口等において滞納している保険料（税）の納付に係る相談に応じる機会を設けること。

➢ 納付勧奨通知の様式は、省令で定めがない。

令和６年９月20⽇保国発0920第１号
「国⺠健康保険の保険料（税）を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」より

特別療養費⽀給と事前通知について
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◆納付勧奨通知の記載事項
・滞納額及び当該滞納額に係る納期限

・特別の事情がある場合には市町村等へ届け出なければならない旨及びその期限

・特別の事情がないにもかかわらず当該保険料を引き続き滞納する場合、特別療養費を支給する

場合がある旨

・当該保険料の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容

➢ 国通知において「納付勧奨通知の送付は保険料滞納世帯主等との定期的な接触を確保する

観点から、概ね３か月に１回の頻度で行い事前通知を行う日の前３月間においては、概ね

毎月送するといった対応が考えられること。」とされている。

➢ 各市町村において催告書等、納付勧奨通知と同等の内容のものを送付しているが、上記の

記載事項が記載されているものであれば、催告書と別に納付勧奨通知を送付する必要はない。

事前通知を出す前の納付勧奨通知について
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◆特別の事情の有無等の確認

・上記の取組等を行う中で、特別の事情について保険料滞納世帯主等に対して届出を求める必要がある。

（施行令第28条の６に規定される特別の事情）

ア 世帯主等がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと

イ 世帯主等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

ウ 世帯主等がその事業を廃止し、又は休止したこと。

エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

オ これらに類する事由があったこと。

◆弁明の機会の付与

・弁明の機会の付与の通知を世帯主等宛発送すること（行政手続法第13条及び第29条から第31条）

・提出期限までに提出されない場合、弁明によっても処分は正当であると認められる場合は、事前通知

を行う。 ➢ 弁明の機会の付与通知の様式は、省令で定めがない。

（これまでの被保険者証返還請求等予告通知と同様の内容とする）

特別の事情の有無等の確認と弁明の機会の付与
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◆資格確認書の返還（施行規則第27条の５の２）

・市町村等は、世帯主に対して特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求める旨を

通知する。返還があった場合には、規則様式第１号の６の５から10による資格確認書を交付する。

➢ 資格確認書返還請求通知の様式は、省令で定めがない。

（これまでの被保険者証返還請求通知と同様の内容とする）

◆事前通知の記載事項（施行規則第27条の５の３）

事前通知には、次の内容を記載しなければならない。

・法第54条の３第１項又は第２項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日

・特別療養費の支給申請先

➢ 事前通知の様式は令和５年12月22日付厚生労働省事務連絡に参考例あり。

➢ 法第91条に規定する「保険給付に関する処分」であり、国民健康保険審査会での審査対象となる。

行政不服審査法第82条第１項の規定に基づき、当該処分につき不服申立てをすることができる旨

並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示する必要がある。

資格確認証の場合の返還と事前通知について

資格確認証発行対象者を保険者が
確認する仕組みについて
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厚生労働省保険局保険課、国民健康保険課、高齢者医療課、医療介護連携政策課連名事務連絡

「医療保険者等に対するマイナ保険証の利用登録状況及びマイナンバーカードの電子証明書の有効

期限の情報連携について」

● 医療保険者等が被保険者等のマイナ保険証の利用登録状況や、マイナンバーカードの電子証明書

の有効期限の状況を確認できるようにするため、医療保険者等に対して医療保険者等向け中間サー

バー（以下「中間サーバー」という。）を経由して、これらの情報が記載された「初回登録・有効期限状況

一覧ファイル」が送付されます。

● 12月2日に提供される「初回登録・有効期限状況一覧ファイル」は、10 月25 日21 時時点の全

加入者のマイナ保険証の利用登録状況やマイナンバーカードの電子証明書の有効期限の情報が記載

されます。

12月2日以降の資格確認書発行対象者情報提供の仕組み

保険者が確認できるマイナ保険証登録状況は、月次処理で、前々月の月末の状況
であり、資格確認書発行対象者が漏れる可能性がある。
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● マイナ保険証の利用登録状況は、９月23 日時点でマイナンバーカードの電子証明書が失効済

み（有効期限切れの場合を除き、有効期限内に証明書の効力を失ったものをいう。）となっており、

それ以降10 月17 日までの間に電子証明書の更新（再発行）の手続がなされなかった加入者は、

利用登録が解除された（職権）状態で医療保険者等に連携されます。

● また、本年８月31 日以前にマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている当該加

入者については、そのまま11 月15 日までに電子証明書の更新（再発行）が行われない場合には、

12 月２日に利用登録が職権解除され、初回登録解除区分が「２：職権により解除（有効期限から一

定期間経過）」と設定されて医療保険者等に連携されます。

● マイナンバーカードの返納があった場合については、これまで日次で医療保険者等に対して当

該返納を行った者の情報を連携することとしていましたが、マイナンバーカードの返納時など、医

療保険者等への手続なくマイナンバーカードの利用ができなくなった場合における12 月２日の制

度施行後の運用については、別途お示しいたします。

12月2日以降の資格確認書発行対象者情報提供の仕組み
マイナ保険証機能を有するマイナンバーカードを返戻しても、提供されるデー

タでは「マイナ保険証保有」となる可能性がある。



マイナ保険証の普及に向けた取組み
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低迷するマイナ保険証利用率（受診者に占める利用者割合）



マイナ保険証利用促進のための診療報酬上の措置

マイナ保険証利用率で評価する仕組みの創設



マイナ保険証発行に対する自治体の課題
～紙の保険証とマイナ保険証の共存～
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保険証廃⽌に伴う混乱と新たに発生する地方負担を踏まえ、
資格確認書の全世帯職権発行を求める要望案

マイナンバー法成立時の付帯決議や様々な要望等を踏まえ、政府が令和5年8月8日にとりまと
めた「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会報告」では、令和６年12月2日
の被保険者証の新規発行停⽌後、個人番号カードと被保険者証情報の紐付けを行っていない者に
は「資格確認書」を申請なしに職権で発行し、紐付けを行っている者には「資格情報のお知ら
せ」を発行するとしたところである。

この結果、国保被保険者全員にいずれかが発行されることとなるが、同一世帯においてマイナ
保険証所有者とマイナンバーカード未所得者、要配慮者等が混在している場合、様々な証（お知
らせが）送付され、混乱が生じることが考えられる。

特に、「資格情報のお知らせ」は、それ単体で資格を証明できる書類と誤認してしまう恐れが
あり、「資格確認書」も含め従前の被保険者証との違いが不明瞭となることから、被保険者や医
療機関からの保険者への問い合わせが増え負担が生じることが懸念されるところである。

こうしたことから、「資格確認証書」については、従来の「被保険者証」と同様に、職権によ
り全被保険者に送付することとし、「マイナ保険証」と「資格確認証」の共存する制度とするこ
と。



オンライン資格確認システムの改善を求める要望案
令和３年度から、医療機関等における医療保険の資格確認について、オンライン資格確認が

本格運用されているところであるが、運用にあたっては、被保険者情報に他人のマイナンバー
が紐づいている事案や、保険者がシステムに登録した被保険者の一部負担金の負担割合等と、
オンライン資格確認の結果表示される負担割合等に相違がある事案など、様々なトラブルが確
認されている。

被保険者証の廃⽌にあたり、オンライン資格確認の登録データの正確性の確保のためには、
各保険者においてデータ登録を正確かつ迅速に行っていくことが必要と考えられ、事務処理マ
ニュアルの改定等を含め、今後の対応方針については、厚生労働省事務連絡にて示されたとこ
ろである。

しかし、国が点検対象とした負担割合や限度区分の相違や、資格取得喪失情報の未連携によ
る「無資格者」の発生の多くは、保険者の責によらない、オンライン資格確認等システムや医
療機関のレセプトコンピュータシステムを原因とする障害であり、保険者の責任とするのでは
なく、国の責任において改善を図ることが必要であり、国においてその実態を明らかにすると
ともに、改善を速やかに行うこと。

併せて、将来にわたり誤りが生じないようにするための仕組みづくりを進めるとともに。国
⺠の不安払拭のための丁寧な対応も行うこと。

社会保障と税の一体改革
～医療提供体制改革と国保の都道府県単位化～
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国保の保険料負担と被用者保険（協会けんぽ）の保険料負担について
○ 国保と被用者保険とでは、被保険者の所得の形態や所得捕捉の状況に違いがあるという点や、被用者保険における事業主 負担をどのよ

うに捉えるかという点から、国保と被用者保険を単純に比較することは困難である。
このため、厚生労働省としては、国保の保険料負担と被用者保険の保険料負担との乖離を解消・是正することを直接の目的として追加公費

の投入規模を検討することは、慎重に考えるべきと考えている。

○ こうした前提に立ちつつ、今回、全国知事会からのご要望を踏まえ、国保の保険料負担と被用者保険の保険料負担との乖離の状況につい
て、上述の点を敢えて捨象し、機械的に試算すると、以下のとおりとなる。

【国保の保険料負担と被用者保険（協会けんぽ）の保険料負担（本人分）の乖離の状況
（両者の相違を敢えて捨象した上での機械的試算）】

（参考）「加入者一人当たり保険料負担率」について
○ 市町村国保

「被保険者一人当たり平均保険料調定額（現年分）」÷「被保険者一人当たり平均総所得金額等」に、「決算補填等目的の法定外繰入」を保険料
として負担したものとして、当該「決算補填等目的の法定外繰入」相当額分の保険料負担率を加えて算出したもの。

○ 協会けんぽ
「加入者（被保険者及び被扶養者）一人当たり平均保険料額」÷「加入者一人当たり平均給与所得」
※「平均給与所得」とは、標準報酬月額（12ヶ月)に賞与を加え、給与所得控除相当額を控除したもの。

1.2   兆円平成21年度
1.08 兆円平成22年度
1.06 兆円平成23年度
0.98 兆円平成24年度 （速報値）
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国民健康保険制度の見直しの動きと課題
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2024年の国⺠健康保険制度の見直しについて



こどもの医療費助成に伴う減額措置の廃⽌





2025年度の医療保険険制度の見直しについて

窓口負担限度額（高額療養費）の見直し＝患者負担の増

保険料水準の統一について

74



※ 上記のほか、保険料⽔準の統⼀に関係する内容として、
「標準的な保険料算定⽅法」や「納付⾦算定⽅法（α、βなど）」「法定外繰入（赤字）の削減・解消」など

があるため、これらの記載内容についても協議する。

12-１ 運営⽅針への記載事項（保険料⽔準の統⼀関係）

＜今回具体的に記載する項目＞
○ 統⼀に向けた基本的な考え⽅
○ 統⼀の定義に関する事項
○ 統⼀の目標年度に関する事項
○ 統⼀に向けた検討の組織体制やスケジュールに関する事項
○ 納付⾦算定における医療費⽔準の反映に関する事項
○ 統⼀に向けた具体的な取組に関する事項

＜次期運⽅針期間中に検討する事項として記載する項目＞
○ 各市町村における取組の統⼀の範囲に関する事項（保健事業等）
○ 都道府県、市町村向け公費の配分⽅法に関する事項⇒市町村分の取扱い
○ 算定⽅式の統⼀に関する事項（医療分、後期分、介護分）

●保険料⽔準の平準化に関する事項
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ガイドラインで想定する保険料水準統一に向けた記載事項



本当に保険料水準の統一は必要なのか
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保険料⽔準統⼀加速化プラン（厚⽣労働省保険局国⺠健康保険課通知、令和５年10月18日）

● 国⺠健康保険事業費納付⾦算定において、医療費⽔準の反映は単年ではな
く、直近３か年平均を反映することで、単年度の激変は⼀定程度抑制される。
●⾼額な医療費は⾼額医療費共同事業事業によりリスク分散され、公費負担
（80万円超⾼額医療費の59％（定率分を除く対象事業費。過去実績に基づき拠
出⾦を市町村は負担するがその1／4を国と都道府県が負担する仕組みにより負
担軽減されている。
●⾼額医療費拠出⾦を共同⽀出にすることでリスクの分散化は充分図られる。

79

保険料水準の統一を図る意義はあるのか（その１）

今後、保険者数が減少する中で、高額な医療費の発生について、市町村単位
で保険料に反映させる場合、依然としてその影響が大きいリスクがある。医
療費水準変動を平準化して保険料に反映することにより、保険料の変動をよ
り抑制し、国保財政の運営を安定化できる。

●受益と負担の関係からは医療費⽔準と保険料負担⽔準は⼀体的なもの。
●医療費適正化からも受益の⾒える化が必要といってきたのは厚⽣労働省。
●同⼀給付同⼀保険料⽔準というなら、被⽤者保険における給付⽔準、保険料
負担⽔準と同じになるよう公費拡充をすするのが先ではないか。
●政府の狙いは「同じ保険給付等の被保険者サービス提供」のための医療提供
体制改革に都道府県が本腰を入れる環境ずくリにほかならない。

80

保険料水準の統一を図る意義はあるのか（その２）
都道府県内のどこに住んでいても、同じ保険給付を、同じ保険料負担で受け
られるのが望ましい。受益と負担の公平性の観点から、同じ保険料負担の被保険者に
対して、同じ保険給付等の被保険者向けサービスを提供していくことが重要であるため、
保険料水準の統一と同時並行で、国保事業の方針を統一的に定めていく必要がある。都道
府県が医療計画や医療費適正化計画を策定又は変更する際、保険者議会構成員である国保
保険者としての都道府県も、被保険者に対し等しく医療サービスが確保されるよう、必要
な意見表明等を行っていくことが求められる。



● 2018年度の国保制度改革（都道府県が財政運営を担う）にむけた協議でも
そのような議論があり、市町村の中には積極的に促進すべきとの声も強い。

● しかし、国保のもつ財政上の構造的な問題の解決を国が責任を持たない中
で、被⽤者保険との⼀体化は困難。

● 前期⾼齢者負担⾦問題で明らかになった被⽤者保険側の動きを⾒ても、財
政問題の解決無くして⼀体化は困難と考えるのは当然。
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保険料水準の統一を図る意義はあるのか（その３）

全国知事会、市長会、町村会は、安定的かつ持続可能な医療保険制度の構築
に向け、国が財政運営責任を担う被用者保険も含めた医療保険制度の一元
化・一本化を求めており、その通過点として、まずは都道府県単位で保険料
水準を統一する必要がある。

保険料水準統一は市町村機能（自治）を崩し、
国民皆保険制度を破壊するもの

82



● 運営⽅針を定めた国⺠健康保険法第82条の２第６項では「運営⽅針を定め
⼜はこれを変更しようとするときは（中略）の市町村の意⾒を聴かなければな
らない」とし同８項で「市町村は運営⽅針を踏まえた国⺠健康保険の事務の実
施に努めるものとする。」としているが、この条⽂だけで、保険料⽔準の統⼀
は法的には困難ではないか。
● 料税率決定に関する国保法第76条、81条、地⽅税法703条に規定はない。
● 同法第82条の３で都道府県の⽰す「標準保険料率」について定めているが、
そこには都道府県が⽰すとしているだけであり、ガイドラインで市町村は「参
考」にするとしているにとどまる。 83

保険料水準の統一を図るため解決すべき課題（その１）
都道府県に料税率を決定する権限は法令上ないなかで、運営方針で市町村

の料税率をしばるためには、料税率決定権限をもつ全ての市町村、市町村議
会、市町村運営協議会での判断＝議決（住⺠意思の反映）が必要。そうした
議決による全市町村の合意形成が図られていない。

●加速化プランでは、国保の財政基盤強化にむけた「歳出抑制策」について、
都道府県に「医療費適正化計画」「地域医療計画」へ関与や、IT等を活⽤し、
広域的に医療費適正化対策を講ずること求めている。
●しかし、医療費適正化事業とされる健康づくりや保健事業は、住⺠に⾝近な
市町村が実施主体となるもの。医療費⽔準の保険料⽔準への反映がないなかで
都道府県からの事務費補助だけで積極的に事業が展開できるのかは疑問。むし
ろ保険料があがる医療費⽔準の低い市町村での事業停滞の可能性がある。
●収納率が⾼い市町村は保険料⽔準が上昇するため、収納率向上対策の低下が
危惧される。
●多くの市町村は「財政上の構造的な問題」を抱える国保事業の安定的継続的
な運営をめざして努⼒しているが、保険料⽔準の統⼀は、財政責任を回避する
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保険料水準の統一を図るため解決すべき課題（その２）

住⺠に⾝近な市町村が担う「医療費適正化」や「収納率向上」、「資格適用
の適正化」といった保険者機能喪失し、国保財政を一層厳しくする。



85

保険料水準統一は、市町村自治・住⺠自治・保険者自治を破壊させるもの。
公的医療保険制度における⺠主的な運営を否定する。

●国⺠健康保険の事務のうち国⺠健康保険法第119条の２に規定されている
法定受託事務以外の事務は自治事務であり市町村が権限を持つ。
●保険料決定を定めた国保法第76条・82条、法第82条に規定する保健事業、
法第44条、第77条の医療機関窓口負担や保険料減免、法第58条の出産葬祭に
係る給付や傷病手当金等の付加給付、法第75条の一般会計繰入金は自治事務
であり市町村議会を通じ住⺠、被保険者の意見が反映される。
●しかし「保険料水準の統一」は、それら全ての事務は統一基準に沿った対
応となり、その水準決定も、県議会も含め市町村議会、住⺠・被保険者の関
与はなく、連携会議と都道府県の裁量となる。
●後期高齢者医療制度も広域連合議会を通じ間接的に住⺠・被保険者の関与
はあるが、市町村自治、住⺠自治、保険者自治が失われてる。

保険料水準の統一を図るため解決すべき課題（その３）

86

市町村が財政運営を担う現在の国⺠健康保険制度では
保険料率完全統一はできない

●保険料率を決める都道府県は全被保険者の所得データを確実に把握する必
要があるが、現在の標準保険料率算定に際し活用するデータは前々年のもの
であり、必要額以上に料率が高くあるいは低く設定され、膨大な剰余金発生
や歳入欠陥がこれまで以上に生じる可能性が生まれる。
●また、決算補填等目的以外の法定外繰入れの解消が必要になるが、その中
にもある「地方単独事業の実施による財政負担増補填」の解消のためには、
市町村が独自に実施している福祉施策（こども、障害者、ひとり親）の都道
府県内完全統一が必要となるが、国保制度を理由とする施策統一は困難。
●市町村は決算剰余金が生じた場合、地方財政法を踏まえ基金造成を図るこ
とになるが、保険料水準を変更する基金活用が困難。市町村財産を都道府県
が没収することは法的には難しい。

保険料水準の統一を図るため解決すべき課題（その４）



法定外繰入の解消について
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【決算補填等目的の法定外繰入】
①決算補填目的のもの 保険料収納不足、国保事業費納付金増 高額療養費貸付金。
②市町村の政策的投入 保険料税の負担緩和、地方単独の保険料軽減制度、任意給付
③過年度の赤字によるもの 累積赤字解消、公債費・借入金解消
【決算補填等目的以外の法定外繰入】
①保険料税の減免額にあてるもの。⇒ 新型コロナウイルス感染症関連減免はこれにあたる。
②小児医療や重度障がい者医療を実施した際減額される定率国庫負担減額分の補填。
③保健事業費に充てるもの。特定健診・特定保健指導や健康づくり事業に要する保健事業費
④直営診療施設に充てるもの。国保診療所運営・施設整備のための国保特別会計支出。
⑤基金積立金に充てるもの。国保財政調整基金造成費用に充て一般会計から繰入金。
⑥借入金等の返済金。

解消が必要な法定外繰入について
国ガイドラインでは解消すべき赤字を「繰上げ充用金（単年度赤字を次年度財源
で補填）」と「決算補填等目的の一般会計からの法定外繰入金」と定義。



保険料軽減（減免）と法定外繰入
（問） 所得の多寡や被保険者の年齢等の画一的な基準で保険料を独自に軽
減（減免）している場合においては、決算補填等目的の法定外繰入の「④
地方単独の保険料軽減額」と決算補填等目的外の法定外繰入の「⑧保険料
の減免額に充てるため」のどちらに該当するか。

個別の特別な理由に応じた減免ではなく、所得の多寡や被保険者の年齢
等により保険料を一律に軽減している場合には、受益に見合った負担とは
ならないことから、「計画的に削減・解消すべき赤字」として「④地方単
独の保険料軽減額」に該当します。

なお、⑧の「保険料の減免」については、そもそも、「減免は、個々の
納税者の担税力いかんによって決定すべきものであり、条例において
は、・・・納税者の総所得金額等の多寡等の画一的な減免基準を設けるの
は適当ではない」（総務省「地方税質疑応答集」）とされてい
ることに留意する必要があります。


